会員各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2026年1月19日
日本教育行政学会年報編集委員会
委員長　村上　祐介

『日本教育行政学会年報・52』における自由投稿論文の募集について

時下，ますますご健勝のことと拝察いたします。
さて，年報編集委員会では第52号の編集を進めており，このたび下記のように「研究報告」への自由投稿論文を募集いたします。投稿申込者は，３頁目の「日本教育行政学会年報・52　自由投稿論文申込書」に必要事項を記入してご提出ください。投稿申込締切は２月末，原稿提出締切は３月末です。いずれも，電子メールにて受け付けております。ふるってご投稿ください。


記

１．投稿申込締切：2026年2月28日（土）厳守（提出方法：電子メール）
※円滑な編集のために申込締切を設けていますのでご協力ください。

２．原稿提出締切：2026年3月31日（火）厳守（提出方法：電子メール）

[bookmark: _Hlk219471507]３．申込・提出先： jeas.eboard@gmail.com（年報編集委員会事務局）
 
　　　　　　　　　

４．執筆要綱：この文書の４頁目以降に執筆要綱を載せております。必ずご確認の上，お申込・ご提出　いただきますようお願い申し上げます。併せて，下記の点にご留意ください。
　 （1）投稿資格について
　・年報編集委員および本学会に入会後いまだ研究大会を経ていない会員は投稿できません。
（「日本教育行政学会年報編集委員会規程」第6条第2項）
　 （2）二重投稿の禁止
　・他学会誌に投稿中の論文は投稿できません。
　・本学会に投稿した論文は，本学会での論文審査が終了するまで他学会誌に投稿できません。
　・現在投稿中の論文がある場合は，そのタイトル・学会誌名を申込書の該当欄にご記入ください。
　 （3）著作権等について
・年報に掲載された論文等の著作権は本学会に帰属し，著作物は科学技術情報発信・流通総合システム（J-STAGE）にて公開されます。

５．照会先：年報編集委員会編集幹事　中村恵佑（弘前大学）・辻優太郎（同志社大学）　jeas.eboard@gmail.com


６．昨年度からの変更点：
　 （1）第一次審査の査読結果の返送，または再査読の原稿提出や査読結果の返送等において，電子投稿システムを用いる可能性があります。電子投稿システムを用いる場合には，投稿者に使用方法をメールで連絡いたします。なお，3月末の原稿提出は電子メールのみとなります。
　 （2）審査の専門性と質の向上を目的として，年報編集委員会の委員のほかに，外部査読者として全国理事に査読を依頼することがあります。審査にあたっては，年報編集委員会における査読の基準や考え方などを査読者間で十分に周知・共有した上で査読を行うなど，公平性・中立性が損なわれないよう配慮いたします。最終的には常任編集委員会が一定の基準に基づき掲載の可否を検討いたします。


以上



日本教育行政学会年報・52　自由投稿論文申込書

＊『日本教育行政学会年報』第52号への自由投稿論文の投稿希望者は，この用紙に必要事項を記入し，年報編集委員会事務局まで電子メールでご提出ください。
＊本申込書のWordファイルは学会HP内「年報52号自由投稿論文の募集」よりダウンロード可能です。

	投稿者の氏名及びふりがな：




	所属（大学院生の場合は院生と付記）：




	論文タイトル：








	現在投稿中ないしは投稿予定の論文のタイトル及び学会誌名：






	連絡先（郵便番号・住所・電話番号・メールアドレスを漏れなく記載してください）
※共著の場合は責任者1名の連絡先を記入してください。
※住所が自宅、勤務先、通学先のいずれかわかるようにしてください（○を付ける、他を消すなど）。

	
	自宅・勤務先・通学先
	住所：〒　　　－


電　話　番　号：
メールアドレス：
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日本教育行政学会年報論文執筆要綱


１．論文原稿は日本語，未発表のものに限る。ただし，口頭発表及びその配布資料はこの限りでない。
２．原稿はワープロ等による横書きとし，A4判，天地余白各65mm，左右余白各50mm（10～10.5ポイントフォント使用），34字×29行×17枚以内とする。ただし論文タイトル及び日本語キーワード（５語以内）に９行とり，本文は10行目から始め，小見出しには３行とる。注・引用文献については１枚あたり36字×33行の書式とする。図表は本文に組み込むことを原則とする。図表を別紙とする場合，本文にそれを組み込む位置を指示し，それに必要な空欄を設ける。なお，注・引用文献については，規定の文字数と行数で記述できるよう左右余白を調整することができる。
３．原稿には氏名，所属等を記入しない。また，論文中（注釈を含む）に投稿者名が判明するような記述を行わない。
４．論文は，電子メールにより送付するものとする。なお，執筆者名がプロパティ等に記載されないように注意してPDFファイルの形式で保存した論文を送信する。
５．別紙１枚（論文とは別ファイル）に次の項目を記入し，論文ファイルとともに送信する。①論文タイトル，②氏名，③所属，④職名等，⑤連絡先，⑥投稿時に他の紀要等に投稿している論文のタイトル（投稿先の学会名や紀要名は記さない。他に投稿している論文のない場合は，その旨を記す）。
６．英語のキーワード（５語以内）を含め，論文本文と同様の書式で２枚以内の英文アブストラクト及びその日本語訳を，その電子データとともに提出する。英文アブストラクト及びその日本語訳には，氏名，所属等を記載しない。その提出期限については，編集委員長が，第一次査読結果に基づいて提出が必要と判定された投稿者個々に通知する。
７．論文の投稿については，毎年，２月末日までに，年報編集委員会指定の様式の投稿申込書を，電子メールにて送付し，投稿の意思表示をする。３月末日までに電子メールによって論文を提出する。
８．校正は原則として１回とする。執筆者は校正時に加筆・修正をしないことを原則とする。
９．抜刷を希望する執筆者は，原稿送付のときに申出ることができる。抜刷の印刷費は執筆者の負担とする。
10．本誌に掲載された論文等の著作権については，本学会に帰属する。また，著作者自身が，自己の著作物を利用する場合には，本学会の許諾を必要としない。掲載された論文等は，科学技術情報発信・流通総合システム（J-STAGE）にて公開される。


〈注および引用文献の表記法について〉
次のいずれかの方法で表記すること。

【表記法１】
①論文の場合，著者，論文名，雑誌名，巻，号，発行年，頁の順で書く。
　例
　　１）持田栄一「教育行政理論における『公教育』分析の視角」『日本教育行政学会年報』第１号，昭和50年，68頁。
　　２）Briges, Edwin M., and Maureen Hallian, Elected versus Appointed Boards : Arguments and Evidence, Educational Administration Quarterly, VIII, 3, Autumn 1972, pp.5-17.
②単行本の場合，著者，書名，発行所，出版年，頁の順で書く。
　例
　　１）皇至道『シュタイン』牧書店，昭和32年，142-143頁。
　　２）Morphet, Edger L., et al., Educational Organization and Administration: Concepts,　Practices, and Issues (4th ed.), Englewood Cliffs，Ｎ．J.：Prentice-Hall Inc., 1982, p.160．

【表記法２】
①引用文献と注を区別する。注は文中の該当箇所に（１），（２）……と表記し，論文原稿末尾にまとめて記載する。
②引用文献は本文中では，著者名（出版年），あるいは（著者名出版年：頁）として表示する。同一の著者の同一年の文献については，a, b, c,……を付ける。
　例
　　しかし，市川（1990）も強調しているように……，……という調査結果もある（桑原1990a,1990b）。
　　OECDの調査によれば，「……である」（OECD1981：pp.45-46）。
③引用文献は，邦文，欧文を含め，注のあとにまとめてアルファベット順に記載する。著者，（出版年）, 論文名，雑誌名，巻，号，頁の順に書く。
　例
　　Holmberg, B. (1989) Theory and Practice of Distance Education, Routledge, pp.182-189．
　　木田宏（1989）『生涯学習時代と日本の教育』第一法規。
　　Muranane, R．J. and Cohn, D. K. (1986) Merit pay and the evaluation prob-lem：why most merit pay plans fail a few survive. Harvard Educational Review, vo1.56（１），pp.1-7
